
会 議 録 令和６年２月29日作成 令和９年３月末日廃棄

会議名 京都府下京警察署協議会（令和５年度第４回）

開催日 令和６年２月28日（水曜日）

時 間 午後１時25分から午後２時55までの間（90分）

場 所 京都府下京警察署 講堂

冨江会長、井上副会長、山田委員、野田委員、宮田委員、鈴木委員

横井委員、内藤委員

出席者 （欠席 和田委員、大下委員） 計８人

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全係長、地域課長、刑事課長、

警備課長、交通課長、管区機動隊員、広聴相談係長 計11人

１ 令和５年中の犯罪状況について

諮 問 ２ 令和５年中の交通事故状況について

事 項 ３ 令和５年中の拾得物取扱い状況について

４ 能登半島地震被災地への出動について

１ 署長挨拶 司会 副署長

２ 会長挨拶

３ 協議 司会 副会長

(1) 諮問事項説明

令和５年中の犯罪状況について～生活安全課長

ア 京都府下と当署管内における犯罪の推移、犯罪情勢

会 議 イ 窃盗犯における自転車盗、万引きを主とした被害状況と予防対策

内 容 ウ 防犯教室・防犯研修・防犯訓練への取組、防犯パトロール、各種イ

ベントでの犯罪被害の未然防止に向けた啓発活動を紹介

(2) 令和５年中の交通事故状況について～交通課長

ア 当署管内における交通事故発生状況、年齢層、事故原因、事故類型

等統計に基づく事故の状況

イ 交通事故抑止に向けた交通安全施策等の啓発活動を紹介

（3）令和５年中の拾得物取扱い状況について～会計課長

ア 当署の遺失拾得受理状況、拾得届受理状況の推移、返還状況



イ 特異な拾得物の紹介

（4）能登半島地震被災地への出動について～管区機動隊員

ア 広域緊急援助隊の概要

イ 発生から緊急出動の経過

ウ 被災地での救助活動を通じた経験、感想を紹介

【委員】歩道上の放置自転車が増えているところがあり気になっているがど

うすればよいか。

【警察】通報していただければ、現場で警察官が盗難自転車でないかを調べ

る。主な幹線道路など京都市が日常的に撤去作業も行っているが、気

になった際には通報してほしい。

【委員】防犯教室の話があったが希望すれば来てもらえるのか。

【警察】希望される防犯教室の内容や日時、場所など連絡いただければニー

ズに合わせて対応する。

【委員】横断歩道が近くにあるのに渡らない横着なお年寄りが多い。信号が

赤でも渡る人があり、見守り活動の時など注意しているが危険で気に

なる。

【警察】道路横断中の交通事故は重大な結果につながるもので委員もそれを

会 議 認識されて注意していただいたものと思う。署員にはパトロール中に

内 容 そのような状況を見掛ければ注意するよう指導している。歩行者用の

横断指導カードというものがあり、カードを交付することにより危険

な横断をしているということを認識してもらう街頭活動も行ってい

る。また場所を教えていただければ、そちらに行って啓発活動する。

【委員】自転車で七条通の道路端に矢印がある自転車の走行スペースを走っ

ているが幅寄せや駐車車両がありどこを走ればよいのかと思うことが

がある。この走行スペースに事故防止効果はあるのか。

【警察】委員の言われる車道の走行スペースというのは、自転車専用通行帯

と言われるものではなく、車道の左側を走りましょうと自転車の逆走

防止の目的で設けられた自転車走行推奨帯と呼んでいるものである。

推奨帯があることで自転車が車道を走りやすく、自動車の方にも自転

車が走行していることが予測できるので、一定の自転車事故の減少に

つながっていると聞いている。車道なので自動車が走っても違反には

ならないが、駐車すれば駐車違反である。七条通には歩道内を区切っ

て自転車道としている箇所もあるが委員の言われるところは推奨帯が

設けられており基本的には車道走行であり、歩道走行はできない場所

であるが、道交法では子供とお年寄りに加え、車道に駐車車両などが

あり身の危険を感じるような場合は歩道を走行してもよいことになっ

ており、あらかじめ駐車車両が見えていれば安全に配慮して歩道を走



ってもらうのは問題ない。

【委員】１年のまとめとして報告いただきよく分かった。また被災地への出

動の話を伺ったが今も出動されているのか。警察官の方が、心の準備

から物資まで常に備えをされており、地震発生を知った時から、出動

会 議 がかかった時に備えて行動されていたことを聞き心強く感じた。私た

内 容 ちも出来ることは少ないかもしれないが、協力して地域だけでなく全

国的にも安全安心につながることを出来ればいいと感じた。

【警察】現時点では当署員は出動していない。今後の出動は未定である。

４ 事務連絡

令和６年度第１回の開催は６月に実施する予定である。

以上



第４回京都府下京警察署協議会の開催状況


